
�愛媛県告示第６８７号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以

下「法」という。）第１５条第１項の規定に基づく産業廃棄物処理施

設の設置の許可の申請があったので、同条第４項の規定に基づき、

次のとおり告示する。

法第１５条第２項の申請書及び同条第３項の書類は、愛媛県県民環

境部環境局循環型社会推進課及び西条保健所並びに新居浜市役所に

おいて告示の日から１月間公衆の縦覧に供する。

平成２２年６月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代

表者の氏名

株式会社イージーエス

新居浜市新田町三丁目１番３９号

代表取締役 森重雅幹

２ 産業廃棄物処理施設の設置の場所

新居浜市惣開町５番１号

３ 産業廃棄物処理施設の種類

廃油の焼却施設、兼廃プラスチック類の焼却施設、兼その他の

焼却施設

４ 産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類

紙くず、木くず、繊維くず、廃油、廃プラスチック類、金属く

ず（廃油が付着したものに限る。）、「ガラスくず・コンクリー

トくず（工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。）

及び陶磁器くず」（廃油が付着したものに限る。）

５ 申請年月日

平成２２年５月１９日

６ 意見書の提出

当該産業廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、

縦覧期間満了の日の翌日から起算して２週間を経過する日までに、

愛媛県知事に次のとおり意見書を提出することができる。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、そ

の代表者の氏名

イ 当該産業廃棄物処理施設の設置に関する生活環境の保全上

の見地からの意見

� 提出先

愛媛県県民環境部環境局循環型社会推進課及び西条保健所

��������������
�愛媛県告示第６８８号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号。以下「法」という。）第５１条第２項及び第４項の規定により、狩猟免

許更新に係る適性試験及び講習（以下「適性試験等」という。）を次のとおり実施する。

平成２２年６月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 対象者

法第３９条第１項の規定による狩猟免許を受けており、当該免許の有効期間が平成２２年９月１４日に満了する者

２ 適性試験等の実施の日時及び場所

所 管 の 地 方 局 会 場 の 名 称 実 施 日 時
実 施 場 所

会 場 所 在 地

東 予 地 方 局 東 予 第 １ 会 場 平成２２年７月２３日（金）午前９時 四国中央市民会館三島会館１
階第２・３会議室 四国中央市中曽根町５００

同 上 東 予 第 ２ 会 場 平成２２年７月２５日（日）午前９時 東予地方局今治庁舎４階大会
議室 今治市旭町一丁目４－９

発 行 愛 媛 県
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同 上 東 予 第 ３ 会 場 平成２２年８月８日（日）午前９時 東予地方局西条第２庁舎４階
大会議室 西条市丹原町池田１６１１

中 予 地 方 局 中 予 第 １ 会 場 平成２２年７月１６日（金）午前９時 中予地方局７階大会議室 松山市北持田町１３２

同 上 中 予 第 ２ 会 場 平成２２年８月６日（金）午前９時 久万高原町産業文化会館研修
室 久万高原町久万１８８

同 上 中 予 第 ３ 会 場 平成２２年９月１２日（日）午前９時 中予地方局７階大会議室 松山市北持田町１３２

南 予 地 方 局 南 予 第 １ 会 場 平成２２年８月１日（日）午前９時 南予地方局７階大会議室 宇和島市天神町７―１

同 上 南 予 第 ２ 会 場 平成２２年８月１０日（火）午後１時 愛媛県歴史文化博物館オリエ
ンテーションルーム

西予市宇和町卯之町四丁目１１
―２

同 上 南 予 第 ３ 会 場 平成２２年８月２２日（日）午後１時 内子町共生館（五十崎自治セ
ンター）共生館ホール 内子町平岡甲１８５－１

３ 申込みの手続

� 提出書類等

ア 狩猟免許更新申請書

イ 銃砲刀剣類所持等取締法（昭和３３年法律第６号）第４条第１項第１号の規定による許可を現に受けている場合にあっては、当該許

可に係る許可証の写し

ウ 銃砲刀剣類所持等取締法第４条第１項第１号の規定による許可を現に受けていない場合にあっては、法第４０条第２号から第４号ま

でに該当するかどうかについての医師の診断書

エ 写真（６箇月以内に撮影した無帽、正面、上三分身及び無背景の縦の長さ３．０センチメートル及び横の長さ２．４センチメートルのも

ので、その裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの）

オ 狩猟免許更新申請手数料（愛媛県収入証紙によること。） 更新しようとする免許の種類ごとに各２，８００円

カ 受験票等の郵送を希望する者にあっては、簡易書留の郵送料に相当する郵便切手をちょう付し、あて先を記載した返信用封筒

� 書類等の提出先

申込者の住所地を管轄する地方局産業経済部森林林業課若しくは中予地方局産業経済部久万高原森林林業課若しくは東予地方局産業

経済部森林林業課四国中央森林林業振興班若しくは今治支局森林林業課若しくは南予地方局産業経済部森林林業課愛南森林林業振興班、

八幡浜支局森林林業課若しくは八幡浜支局森林林業課大洲森林林業振興班（以下「林業課」という。）とする。

� 申込みの期限

原則として希望する適性試験等実施日前１４日とする。

� その他

ア 書類の提出は、持参又は郵送によること。

イ 狩猟免許更新申請書は、林業課において、希望者に配付する。

ウ 申込者の適性試験等の日時及び場所は、所管地方局長が指定し、通知する。

�������
�愛媛県告示第６８９号
国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第６条の３第２項に規定す

る平成２２年度の事業計画及び調査成果のシステム化の実施のための

同年度における事業計画を次のとおり定めた。

平成２２年６月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

八 幡 浜 市 日土町の一部
日土町の一部

平成２３年３月３１日まで
〃

地籍調査
数値情報化

新 居 浜 市
瓜生野の一部、草
原
瓜生野の一部
高祖の一部

平成２３年３月３１日まで
〃
〃

地籍調査

〃
〃

西 条 市
早川の一部
大浜の一部
早川の一部

平成２３年３月３１日まで
〃
〃

地籍調査
〃

数値情報化

大 洲 市

新谷の一部
下新谷の一部
長浜の一部
拓海
新谷の一部
長浜の一部

平成２３年３月３１日まで
〃
〃
〃
〃
〃

地籍調査
〃
〃
〃

数値情報化
〃

四国中央市

三島金子の一部
川之江町の一部
土居町の一部
新宮町新瀬川の一
部

平成２３年３月３１日まで
〃
〃
〃

地籍調査
〃
〃
〃

東 温 市
明河の一部
北方の一部
河之内・滑川の一
部

平成２３年３月３１日まで
〃
〃

地籍調査
〃
数値情報化

松 前 町

大字西高柳の一部
大字昌農内
大字筒井、浜の一
部
大字筒井、浜、北
黒田の一部

平成２３年３月３１日まで
〃
〃

〃

地籍調査
〃
〃

〃（概況調査）

調査を行う
者 の 名 称 調 査 地 域 調 査 期 間 摘 要

松 山 市

朝生田地区
和泉北地区
土居田地区
針田地区
空港通地区
竹原地区
小栗地区

平成２３年３月３１日まで
〃
〃
〃
〃
〃
〃

地籍調査
〃
〃
〃
〃
〃（概況調査）
〃（概況調査）

今 治 市
馬越、片山の一部
馬越、常盤町、鯉
池町、中日吉町の
一部

平成２３年３月３１日まで

〃

地籍調査

〃（概況調査）

宇 和 島 市
大浦の一部
下畑地の一部
下畑地の一部

平成２３年３月３１日まで
〃
〃

地籍調査
〃

数値情報化

愛 媛 県 報平成２２年６月８日 第２１７３号
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�愛媛県告示第６９０号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成２２年６月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

上浮穴郡久万高原町日野浦７７６の２

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第６９１号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成２２年６月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

新居浜市別子山字弟地乙５５０の１３

２ 保安林として指定された目的

水源のかん養

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第６９２号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成２２年６月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

上浮穴郡久万高原町東明神乙７５４の１２０、乙７５７の２８、乙７５７の３７、

乙７５７の３８

２ 保安林として指定された目的

水源のかん養

３ 解除の理由

指定理由の消滅

�������
�愛媛県告示第６９３号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定により、

次のように保安林の指定を解除する。

平成２２年６月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除に係る保安林の所在場所

今治市高橋字仏師乙１３２

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

公営住宅用地とするため

�愛媛県告示第６９４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

新居浜市洪水土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成２２年６月８日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 西 原 力 新居浜市本郷１丁目８－４１

〃 神 野 哲 彰 新居浜市政枝町１丁目１０－２

監 事 河 野 哲 新居浜市久保田町２丁目７－７

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 神 野 晄 一 新居浜市本郷２丁目６－８

�������
�愛媛県告示第６９５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

西条市周布土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２２年６月８日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

�������
�愛媛県告示第６９６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

西条市楠河土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２２年６月８日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

�������
�愛媛県告示第６９７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項の規定に

より、東温市から次のとおり土地改良事業の工事が完了した旨の届

出があった。

平成２２年６月８日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

ほ場整備事業 樋口地区 平成２１年３月２４日

�������
�愛媛県告示第６９８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項の規定に

より、東温市から次のとおり土地改良事業の工事が完了した旨の届

出があった。

平成２２年６月８日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

愛 媛 県 報平成２２年６月８日 第２１７３号
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�愛媛県告示第６９９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年６月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があったので、同

条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２２年６月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があったので、同

条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２２年６月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

狩猟免許試験の施行について

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号。以下「法」という。）第４１条の規定により、狩猟免許試験を次のとお

り施行する。

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

農業用用排水施設整備事業 樋口地区 平成２２年１月１８日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 松山北条線
松山市道後北代１２６９番８から

同市道後北代１２７０番１まで
平成２２年６月８日

〃 〃
松山市道後北代１２７７番５から

同市道後北代３番１４まで
平成２２年６月８日

公 告

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２２年５月２７日 ＮＰＯ法人 日中ＩＴ協業促進
協会 樋 口 健 松山市祝谷５丁目１番地１５号 この法人は、「日中ＩＴ産業の相互発展のため

に」という理念の下、一社では取り組みが難し
い中国を対象としたビジネスモデル構築の助言
と協力、商談情報の収集・開示を行い、日本と
中国のＩＴ産業のビジネスマッチングの機会を
創出することにより両国のＩＴ産業に関わる中
小企業のビジネスチャンスを拡大し、人材教育
及び雇用促進に寄与することを目的とする。

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２２年５月２８日 ＮＰＯ法人 Ｓｃｈｏｏｌ Ｇ
ｒｅｅｎ Ｊａｐａｎ 関 谷 伸 二 松山市緑町１丁目２番地１１ この法人は、校庭、園庭、公共施設に対して緑

化事業を行い、総合型地域スポーツクラブなど
の地域コミュニティを核とし、産官学民協働事
業を推進しながら環境、人権、福祉問題に積極
的に取り組み、持続可能な事業を自立した組織
として行い、地域貢献することを目的とする。
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平成２２年６月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 試験の種類

� 網猟免許試験

� わな猟免許試験

� 第一種銃猟免許試験

� 第二種銃猟免許試験

２ 試験の日時、場所及び実施する試験の種類

� 平成２２年８月３日（火）午前９時

試 験 場 の 名 称
試 験 の 場 所

実施する試験の種類
会 場 所 在 地

東 予 第 １ 会 場 東予地方局西条第２庁舎４階大会議室 西条市丹原町池田１６１１ 網猟、わな猟、第一種銃猟及
び第二種銃猟

東 予 第 ２ 会 場 今 治 市 民 会 館 大 会 議 室 今治市別宮町一丁目４－１ 同 上

中 予 第 １ 会 場 中 予 地 方 局 ６ 階 第 ２ 会 議 室 松山市北持田町１３２ 同 上

南 予 第 １ 会 場 南 予 地 方 局 ７ 階 第 １ 会 議 室 宇和島市天神町７－１ 同 上

南 予 第 ２ 会 場 南予地方局八幡浜庁舎７階大会議室 八幡浜市北浜一丁目３－３７ 同 上

� 平成２２年９月５日（日）午前９時

試 験 場 の 名 称
試 験 の 場 所

実施する試験の種類
会 場 所 在 地

東 予 第 ３ 会 場 東予地方局西条第２庁舎４階大会議室 西条市丹原町池田１６１１ 網猟、わな猟、第一種銃猟及
び第二種銃猟

東 予 第 ４ 会 場 東 予 地 方 局 今 治 庁 舎 ４ 階 大 会 議 室 今治市旭町一丁目４－９ 同 上

中 予 第 ２ 会 場 中 予 地 方 局 ７ 階 大 会 議 室 松山市北持田町１３２ 同 上

南 予 第 ３ 会 場 南 予 地 方 局 ７ 階 大 会 議 室 宇和島市天神町７－１ 同 上

南 予 第 ４ 会 場 内子町共生館（五十崎自治センター）共生館
ホール 内子町平岡甲１８５－１ 同 上

３ 免許申請書の提出期間

� 平成２２年８月３日の試験に係るものについては、７月６日（火）から２０日（火）まで。ただし、郵送による場合は、同日までの消印

のあるものは、受け付ける。

� 平成２２年９月５日の試験に係るものについては、７月６日（火）から８月２３日（月）まで。ただし、郵送による場合は、同日までの

消印のあるものは、受け付ける。

４ 免許申請書の請求先及び提出先

受験申込者の住所地を管轄する地方局産業経済部森林林業課若しくは中予地方局産業経済部久万高原森林林業課若しくは東予地方局産

業経済部森林林業課四国中央森林林業振興班若しくは今治支局森林林業課若しくは南予地方局産業経済部森林林業課愛南森林林業振興班、

八幡浜支局森林林業課若しくは八幡浜支局森林林業課大洲森林林業振興班とする。

５ その他

� 提出書類等

ア 狩猟免許申請書

イ 銃砲刀剣類所持等取締法（昭和３３年法律第６号）第４条第１項第１号の規定による許可を現に受けている場合にあっては、当該許

可に係る許可証の写し

ウ 銃砲刀剣類所持等取締法第４条第１項第１号の規定による許可を現に受けていない場合にあっては、法第４０条第２号から第４号ま

でに該当するかどうかについての医師の診断書

エ 写真（６箇月以内に撮影した無帽、正面、上三分身及び無背景の縦の長さ３．０センチメートル及び横の長さ２．４センチメートルのも
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ので、その裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの）

オ 狩猟免許申請手数料（愛媛県収入証紙によること。） 受けようとする免許の種類ごとに法第４９条各号に掲げる者にあっては各３，９００

円、その他の者にあっては各５，２００円

カ 受験票の郵送を希望する者にあっては、簡易書留の郵送料に相当する郵便切手をちょう付し、あて先を記載した返信用封筒

� 試験場についての注意事項

受験申請者の試験場は、所管地方局長が指定し、通知する。

なお、試験場は、原則として、受験申込者の希望する試験場を指定するが、会場の都合により希望する試験場を指定できない場合が

ある。

� 書類の提出は、持参又は郵送によること。

��������������
�公 告

愛媛県立看護専門学校入学試験の実施について

愛媛県立看護専門学校学則（平成９年愛媛県規則第２号）第１１条第１項の規定による平成２３年度愛媛県立看護専門学校入学試験を次のと

おり実施する。

平成２２年６月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入学試験の期日及び場所並びに募集人員等

期 日 場 所 修業年限 募集人員 受 験 資 格 卒業後の資格

� 一般入学試験

学科試験及び面接試験

平成２３年２月２日（水）

� 推薦入学試験

学科試験及び面接試験

平成２２年１１月１８日（木）

四国中央市中

之庄町１６８４番

地３

愛媛県立看護

専門学校

３年

３０人（うち、

推薦入学試験

による募集人

員は、１２人程

度）

高等学校若しくは中等教育学校

を卒業した者（平成２３年３月卒業

見込みの者を含む。）又はこれと

同等以上の学力があると認められ

る者。ただし、推薦入学試験を受

ける場合にあっては、愛媛県内の

高等学校又は中等教育学校を同月

卒業見込みの者で、在学高等学校

又は中等教育学校の校長の推薦を

受けたものに限る。

� 看護師国家試験の受験資格が

得られる。

� 保健師学校養成所及び助産師

学校養成所の受験資格が得られ

る。

２ 学科試験科目

� 一般入学試験

国語総合（旧「国語�」に相当。古文及び漢文を除く。）
数学�
英語�及び英語�

� 推薦入学試験

小論文

３ 入学願書の受付期間及び提出先

� 受付期間

ア 一般入学試験

平成２３年１月７日（金）から１月２１日（金）まで

イ 推薦入学試験

平成２２年１０月２５日（月）から１１月５日（金）まで

ウ 郵送による場合は、一般入学試験及び推薦入学試験とも当該受付期間の締切日までの消印のあるものは、受け付ける。

� 提出先

〒７９９－０４２２ 四国中央市中之庄町１６８４番地３

愛媛県立看護専門学校

４ 提出書類等

� 次の書類等を提出すること。

ア 入学願書（募集要項に添付の用紙を使用し、出願前３箇月以内に正面から撮影した無帽の上半身像で、縦５センチメートル、横４

センチメートルの写真を１枚はること。）

イ 受験写真票及び受験票（募集要項に添付の用紙を使用し、アと同じ写真を２枚はること。）

ウ 調査書その他これに相当する書類
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エ 受験票送付用封筒（募集要項に添付の封筒を使用すること。）

オ 推薦入学試験を受ける場合にあっては、在学高等学校又は中等教育学校の校長の推薦書

� 入学選考料として２０，０００円の愛媛県収入証紙を入学願書の所定の欄にはるものとし、消印は、しないこと。

� 募集要項は、愛媛県立看護専門学校へ請求すること（郵送を希望する場合は２００円分の郵便切手をはった角形２号（３３．２センチメー

トル×２４．０センチメートル）の返信用封筒を同封のこと。）。

５ 合格発表

� 一般入学試験

平成２３年２月１８日（金）午前９時に愛媛県立看護専門学校において合格者の受験番号を掲示するとともに、本人あて通知する。

� 推薦入学試験

平成２２年１２月２日（木）に在学高等学校又は中等教育学校の校長を通じて、合否を本人あて通知する。

６ 問い合わせ先

愛媛県立看護専門学校

電話 （０８９６）２４－５７５５
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登録販売者試験の実施について

薬事法（昭和３５年法律第１４５号）第３６条の４第１項の規定により、

平成２２年登録販売者試験を次のとおり実施する。

平成２２年６月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 試験の日時

平成２２年１０月３０日（土）１０時３０分

２ 試験の場所

愛媛県松山市文京町４－２

松山大学

３ 受験申請書の提出期間

平成２２年７月１２日（月）から７月３０日（金）まで。ただし、郵

送による場合は、同日までの消印のあるものは、受け付ける。

４ 受験申請書の提出先

県内居住者については住所地を管轄する保健所（松山市の区域

にあっては、松山保健所）と、県外居住者については愛媛県保健

福祉部健康衛生局薬務衛生課とする。
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�公 告

クリーニング師試験の施行について

クリ－ニング業法（昭和２５年法律第 ２０７号）第７条第１項の規

定による平成２２年度クリーニング師試験を次のとおり施行する。

平成２２年６月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 試験の日時

平成２２年９月９日（木）午前９時

２ 試験の場所

� 学科試験

松山市一番町四丁目４番地２ 愛媛県庁

� 実地試験

松山市一番町四丁目４番地２ 愛媛県庁

３ 受験願書の提出期間

平成２２年７月２６日（月）から８月２日（月）まで。ただし、郵

送による場合は、同日までの消印のあるものは、受け付ける。

４ 受験願書の提出先

県内居住者については住所地を管轄する保健所と、県外居住者

については愛媛県保健福祉部健康衛生局薬務衛生課とする。

５ その他

受験についての必要事項は、受験票により指示する。
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職業訓練指導員試験の実施について

職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）第３０条の規定に基づ

き、職業訓練指導員試験を次のとおり実施する。

平成２２年６月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 試験を実施する職種

� 学科試験（関連学科及び指導方法）を実施する職種

機械科、和裁科、木工科及び配管科

� 学科試験（指導方法）を実施する職種

職業能力開発促進法施行規則（昭和４４年労働省令第２４号）別

表第１１に掲げる全職種（�に掲げる職種を除く。）
２ 試験の実施期日

平成２２年９月２６日（日）

３ 試験の実施場所

松山市西垣生町２１８４番地

独立行政法人雇用・能力開発機構愛媛センター

４ 受験申請書の提出期間

平成２２年７月１６日（金）から７月２７日（火）までとする。ただ

し、郵送による場合は、同日までの消印のあるものは、受け付け

る。

５ 受験申請書の提出先

松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県経済労働部管理局労政雇用課

６ 合格発表

平成２２年１０月中旬に愛媛県庁前掲示板に掲示するほか、合格し

た者に通知する。

７ その他

� 受験手続の詳細を記載した受験案内及び受験申請書は、労政

雇用課において交付する。

なお、郵送を希望する者は、あて先を明記し、１２０円分の郵

便切手をはった返信用封筒を同封の上、労政雇用課へ申し込む

こと。

� この試験についての問い合わせは、労政雇用課技能振興係

（電話（０８９）９１２－２５０４）にすること。
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�公表第２２号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により、

措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表する。

平成２２年６月８日

愛媛県監査委員 白 石 友 一

同 和 氣 政 次

同 本 宮 勇

同 赤 松 泰 伸

�������
�公表第２３号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により、

措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表する。

平成２２年６月８日

愛媛県監査委員 白 石 友 一

同 和 氣 政 次

同 本 宮 勇

同 赤 松 泰 伸

監 査 公 表 （措置の内容）

１ 高度化資金貸付金償還金については、平成２０年度末の収入未済額は

１，０７３，８４６千円であったが、平成２１年度中に１０，０００千円を回収し、平

成２１年度末の収入未済額は１，０６３，８４６千円となっている。引き続き貸

付先の経営状況の把握を行い、分割納入指導により回収に努めると

ともに、関係機関である独立行政法人中小企業基盤整備機構（以下

「中小機構」という。）の支援制度を活用し、専門家派遣による再

生支援、債権回収会社による保証人調査等を実施しているところで

あり、今後とも中小機構と連携協力して適正な債権管理に努めたい。

繊維工業構造改善資金貸付金償還金については、平成２０年度末の収

入未済額は３組合２２１，４９２，９９９円であったが、平成２１年度には、この

うち１３，０７９，３２０円を回収している。今後とも貸付主体の中小機構と

協調しながら債権管理に努めたい。

設備近代化資金貸付金償還金については、平成２０年度末の収入未済

額は７企業３２，３５８，９９８円であったが、分割納入等により徴収等に努

めた結果、平成２１年度には、１００，０００円を回収している。今後とも各

地方局と連携を図りながら債権管理に努めたい。

施設共同化資金貸付金償還金については、貸付先の組合は既に解散

しており、貸付主体の中小機構が平成１５年度に担保物件の処分を行

い一部回収（３３２，１６５円）したが、その後回収できず９，３２２，７７９円は

残ったままとなっている。今後とも貸付主体の中小機構と協調しな

がら債権管理に努めたい。

２ 設備近代化資金貸付金の償還延長による延滞金（平成２０年度末１８，２３０

円）については、貸付先が経営不振により倒産し延滞となったもの

であるが、地方局と連携を図りながら、債権管理に努めたい。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

経 営 支 援 課 平成２１年９月８日

（監査の結果）

１ 中小企業振興資金特別会計における高度化資金貸付金償還金、繊維

工業構造改善資金貸付金償還金、設備近代化資金貸付金償還金及び

施設共同化資金貸付金償還金について、収入未済額の縮減に、引き

続き努められたい。

（高度化資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２０年度 ０ １，０７３，８４６，０００ １，０７３，８４６，０００

１９年度 ０ １，０８３，８４６，０００ １，０８３，８４６，０００

差引増減 ０ △１０，０００，０００ △１０，０００，０００

（繊維工業構造改善資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２０年度 ０ ２２１，４９２，９９９ ２２１，４９２，９９９

１９年度 ８２，２１４，０００ １４８，４９９，９０４ ２３０，７１３，９０４

差引増減 △８２，２１４，０００ ７２，９９３，０９５ △９，２２０，９０５

（設備近代化資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２０年度 ０ ３２，３５８，９９８ ３２，３５８，９９８

１９年度 ０ ３２，６５８，９９８ ３２，６５８，９９８

差引増減 ０ △３００，０００ △３００，０００

（施設共同化資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２０年度 ０ ９，３２２，７７９ ９，３２２，７７９

１９年度 ０ ９，３２２，７７９ ９，３２２，７７９

差引増減 ０ ０ ０

２ 中小企業振興資金特別会計における違約金（貸付金償還金に伴うも

の。）について、適切な債権管理が望まれる。

調定年度 債務者 収入未済額（円） 備 考

１３年度 １者 １８，２３０

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

公 営 企 業 管 理 局

総 務 課 平成２１年６月１５日

発 電 工 水 課 〃

県 立 病 院 課 〃

銅 山 川 発 電 所 平成２１年６月９日

松 山 発 電 工 水 管 理 事 務 所 平成２１年６月１０日

今治地区工業用水道管理事務所 〃

西条地区工業用水道管理事務所 平成２１年６月１１日

中 央 病 院 平成２１年６月１５日

今 治 病 院 平成２１年６月１０日

三 島 病 院 平成２１年６月９日

南 宇 和 病 院 平成２１年６月８日

新 居 浜 病 院 平成２１年６月１１日
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（監査の結果）

１ 工業用水道事業

� 県下３工業用水道事業のうち、松山・松前地区工業用水道事業に

ついては、給水先が大口で給水実績も堅調であり、経営成績は安定

しているが、今治地区工業用水道事業については、給水能力に見合

う契約給水量の確保により経営成績自体は安定しているものの、実

績給水量の減少傾向が続いている。このため、給水契約の維持や新

規需要の開拓など、事業の安定を持続させるための取組が必要であ

る。

西条地区工業用水道事業については、造成土地の売却が収益に寄

与したものの、構造的には平成２１年度以降も大幅な赤字が続くと見

込まれ、依然として厳しい経営状況にある。このため、引き続き、

新規需要の開拓等に努力を払われたい。

附帯事業（土地造成事業）については、当年度は、県内外の企業

６社に約８．５万㎡を売却したところであるが、今後とも未処分地約

１２万㎡の早期売却等に努められたい。

� 営業未収金（納期到来分）について、早期回収に一層努められた

い。

（平成２１年３月３１日現在 単位：円）

区 分 過年度未収金
�

現年度未収金
�

未収金合計
�＋�

西条地区工業用水道
給水料金 ５，３０９，１１６ ０ ５，３０９，１１６

今治地区工業用水道
給水料金 １，６１３，１７８ ０ １，６１３，１７８

計 ６，９２２，２９４ ０ ６，９２２，２９４

� 営業外未収金（納期到来分）について、早期回収に、より一層努

められたい。

（平成２１年３月３１日現在 単位：円）

区 分 過年度未収金
�

現年度未収金
�

未収金合計
�＋�

西条地区工業用水道
超過料金 ２２４，０６４ ０ ２２４，０６４

西条地区工業用水道
壬生川幹線工事負担
金

１，３８８，８５２ ５３８，２８１ １，９２７，１３３

計 １，６１２，９１６ ５３８，２８１ ２，１５１，１９７

� 附帯事業未収金について、早期回収に一層努められたい。

（平成２１年３月３１日現在 単位：円）

区 分 過年度未収金
�

現年度未収金
�

未収金合計
�＋�

造成土地売却等に伴
う割賦代金・割賦利
息・賃貸料

２，２５８，５６９ １，９７４，８５８ ４，２３３，４２７

２ 病院事業

� 経営成績は、前年度の純損失８億９０５万円より６億円余り悪化し、

１４億１，３６１万円の純損失となっている。

また、累積欠損金も前年度の１８５億９，０６５万円から、当年度末には

２００億４２７万円に増加しており、企業債等の借入残高２７０億円余とあ

わせ、非常に厳しい財務状況となっている。

このため、医師・看護師の確保を図ることによって、患者数の増

加及び病床利用の向上による収益の増加を目指すとともに、業務全

般にわたる費用の抑制・縮減に努めることによって、経営収支を改

善し、さらに地域医療の中核施設として県民医療の確保を図りなが

ら、経営健全化に向けて取り組むことを期待する。

� 個人医業未収金（納期到来分）について、早期回収に、より一層

努められたい。

（平成２１年３月３１日現在 単位：円）

区 分 過年度未収金
�

現年度未収金
�

未収金合計
�＋�

中央病院 ２０１，５９９，８５２ ６２，７４２，４９８ ２６４，３４２，３５０

今治病院 ５０，６４９，９６３ ２１，６２７，１１０ ７２，２７７，０７３

三島病院 １８，０８９，３１２ ２，９５７，１６７ ２１，０４６，４７９

南宇和病院 ２９，３９３，８８３ ４，６８１，０５０ ３４，０７４，９３３

新居浜病院 ３７，９２８，０８８ １７，１２８，２２５ ５５，０５６，３１３

計 ３３７，６６１，０９８ １０９，１３６，０５０ ４４６，７９７，１４８

� 医業外未収金（納期到来分）について、早期回収に、より一層努

められたい。

（平成２１年３月３１日現在 単位：円）

区 分 過年度未収金
�

現年度未収金
�

未収金合計
�＋�

中央病院 ９５３，８９２ １０，７９９，８１６ １１，７５３，７０８

今治病院 １２７，２８０ ５７，０５０ １８４，３３０

三島病院 ５９，５３０ ２，８８０ ６２，４１０

南宇和病院 ９３，７７０ ３９，０６０ １３２，８３０

新居浜病院 １８０，５５０ ５６，４０１ ２３６，９５１

計 １，４１５，０２２ １０，９５５，２０７ １２，３７０，２２９

� 廃止された北宇和病院に係る個人医業未収金及び医業外未収金に

ついて、早期回収に引き続き努められたい。

（平成２１年３月３１日現在 単位：円）

区 分 未 収 金 備 考

個人医業未収金 ７，１９９，７６０

医業外未収金 ９０１，１５３

計 ８，１００，９１３

� 県立病院看護職員修学奨励金返納金に係る未収金について、早期

回収に努められたい。

（平成２１年３月３１日現在 単位：円）

調定年度 債務者 未 収 金 備 考

１２年度 １者 ４０，０００

１３年度 １者 ３０，０００
実債務者数１者

１４年度 １者 ３２２，０００

計 ３者 ３９２，０００

（措置の内容）

１ 工業用水道事業

� 今治地区工業用水道事業については、主要な施設を共有している

今治市と、上水道事業との連携による経営改善方策について協議を

行うとともに、あらゆる角度から経営改善に積極的に取り組むこと

としている。

西条地区工業用水道事業については、平成２１年３月に策定した、

経営規模の適正化（計画給水量の縮小）を骨子とする「西条地区工

業用水道事業経営改善計画」に基づき、平成２１年度に、計画給水量

の縮小、企業債の繰上げ償還に係る手続を終えたところであり、

「西条地区工業用水売水促進班」の活動を通じ、引き続き工業用水

としての需要拡大に努めているところである。

附帯事業（土地造成事業）については、金融機関等を訪問しＰＲ

用パンフレットを配布して情報提供を依頼するなどの分譲促進に努

めたが、世界的な景気後退の中、企業収益の悪化、設備投資の大幅

減少等により新たな引き合いはなく、従来からの協議案件について、

分譲促進に努めた結果、１件、約１，９００㎡の分譲処分を行った。

平成２２年度においても、引き続き未処分地の早期売却等に取り組

みたい。
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� 西条地区工業用水道事業の給水料金未収金（納期到来分２０年度末

現在５，３０９，１１６円）については、滞納企業３社のうち２社は既に倒

産しているため、納入指導が困難な状況であり、残る１社からは

「支払計画書」を徴し、訪問や電話などによる納入指導を継続して

実施しており、平成２１年度においては １７３，２９６円の回収を行った

が、タオル業界の景気悪化等により全額の回収には至っておらず、

今後も納入指導を徹底したい。

今治地区工業用水道事業の給水料金未収金（納期到来分２０年度末

現在１，６１３，１７８円）については、料金徴収事務を委託している今治

市と今後の対応について協議を行ったが、具体的な方策を見いだす

ことができず、未収金の回収には至っていない。

今後とも、工業用水道料金の適期収入に留意するとともに、未収

金の早期回収に努めたい。

（平成２２年３月３１日現在 単位：円）

区 分 過年度未収金
�

現年度未収金
�

未収金合計
�＋�

平成２１年３月
３１日現在の未
収金

西条地区工
業用水道給
水料金

５，１３５，８２０ ０ ５，１３５，８２０ ５，３０９，１１６

今治地区工
業用水道給
水料金

１，６１３，１７８ ０ １，６１３，１７８ １，６１３，１７８

計 ６，７４８，９９８ ０ ６，７４８，９９８ ６，９２２，２９４

� 西条地区工業用水道事業の超過料金（納期到来分２０年度末現在

２２４，０６４円）及び壬生川幹線工事負担金の一部（納期到来分２０年度

末現在１，３８８，８５２円）については、滞納企業１社が既に倒産してお

り未収金の回収は困難な状況であるが、壬生川幹線工事負担金の一

部（納期到来分２０年度末現在５３８，２８１円）については、滞納企業１

社に対し、訪問や電話などによる納入指導を継続した結果、平成２１

年度において全額の回収を行った。

今後とも、工業用水道事業の超過料金や工事負担金の適期収入に

留意し、未収金の発生防止に努めたい。

（平成２２年３月３１日現在 単位：円）

区 分 過年度未収金
�

現年度未収金
�

未収金合計
�＋�

平成２１年３月
３１日現在の未
収金

西条地区工
業用水道超
過料金

２２４，０６４ ０ ２２４，０６４ ２２４，０６４

西条地区工
業用水道壬
生川幹線工
事負担金

１，３８８，８５２ ０ １，３８８，８５２ １，９２７，１３３

計 １，６１２，９１６ ０ １，６１２，９１６ ２，１５１，１９７

� 附帯事業未収金（納期到来分２０年度末現在４，２３３，４２７円）につい

ては、分納指導等の結果、過年度未収金について一部回収を行った。

今後とも、分納指導に努め、未収金の早期回収に努めたい。

（平成２２年３月３１日現在 単位：円）

区 分 過年度未収金
�

現年度未収金
�

未収金合計
�＋�

平成２１年３月
３１日現在の未
収金

造成土地売
却等に伴う
割賦代金・
割賦利息・
賃借料

４，００３，４２７ ２，５４１，５７８ ６，５４５，００５ ４，２３３，４２７

２ 病院事業

� 平成２１年度においては、経営改善を図るため、各病院の経営計画

（執行計画）ヒアリングやフォローアップを行うなど、収支の改善

に努めた。

また、三島病院のあり方の見直しを含めた「第３次愛媛県立病院

財政健全化計画」（平成２１～２５年）を策定し、地域医療再生基金事

業を活用した三島病院の移譲を進めるとともに、同計画の、経営基

盤の強化、高度で良質な医療の提供、人材の育成・確保、患者サー

ビスの提供の４つの基本目標を基に、本局と病院職員が一体となっ

て、財政健全化に取り組んでいる。

� 個人医業未収金については、院内の協力・連携により発生を極力

防止するとともに、発生した場合には、愛媛県病院事業未収金取扱

要領に基づき、速やかな回収に努めている。

平成２１年度は、未収金回収委託業者への回収委託や、本局と病院

事務局職員による共同臨戸訪問に加え、納入義務者で所在不明となっ

た債務者について、住基ネットの活用による事務の効率化を図ると

ともに、未収金の回収向上に努めた。

今後とも、未収金の発生防止と早期回収に努力したい。

（平成２２年３月３１日現在 単位：円）

区 分 過年度未収金
�

現年度未収金
�

未収金合計
�＋�

平成２１年３月
３１日現在の未
収金

中央病院 ２２７，７３３，６８１ ６１，４８６，４６６ ２８９，２２０，１４７ ２６４，３４２，３５０

今治病院 ５４，７３２，８６７ １７，１８７，２６４ ７１，９２０，１３１ ７２，２７７，０７３

三島病院 １９，７３２，０６９ ５，１３０，８７４ ２４，８６２，９４３ ２１，０４６，４７９

南宇和病院 ３１，５３８，７５３ ９，６０７，６４０ ４１，１４６，３９３ ３４，０７４，９３３

新居浜病院 ４２，３０６，４５６ １４，５４７，９９６ ５６，８５４，４５２ ５５，０５６，３１３

計 ３７６，０４３，８２６ １０７，９６０，２４０ ４８４，００４，０６６ ４４６，７９７，１４８

� 医業外未収金についても、個人医業未収金と同様に、前記未収金

取扱要領に基づき、未収金の発生防止及び回収強化を図っていると

ころであり、今後とも、未収金の発生防止と早期回収に一層努力し

たい。

（平成２２年３月３１日現在 単位：円）

区 分 過年度未収金
�

現年度未収金
�

未収金合計
�＋�

平成２１年３月
３１日現在の未
収金

中央病院 １，０３０，９８２ １，３３３，８１３ ２，３６４，７９５ １１，７５３，７０８

今治病院 １４１，５８０ ５２，６８０ １９４，２６０ １８４，３３０

三島病院 ６０，６９０ ２１３，０２０ ２７３，７１０ ６２，４１０

南宇和病院 １１０，５９０ ２４，３８０ １３４，９７０ １３２，８３０

新居浜病院 １９９，８９０ ３３，５２０ ２３３，４１０ ２３６，９５１

計 １，５４３，７３２ １，６５７，４１３ ３，２０１，１４５ １２，３７０，２２９

� 廃止された北宇和病院に係る個人医業未収金及び医業外未収金に

ついては、県立病院課職員が臨戸訪問、電話督促により、速やかな

回収に努めている。

平成２２年度においても、臨戸訪問等により、未収金の早期回収に

努力したい。

（平成２２年３月３１日現在 単位：円）

区 分 未 収 金 平成２１年３月３１日
現在の未収金

個人医業未収金 ６，９９８，７７０ ７，１９９，７６０

医業外未収金 ８９７，４５３ ９０１，１５３

計 ７，８９６，２２３ ８，１００，９１３

� 県立病院看護職員修学奨励金返納金（納期到来分２０年度末現在

３９２，０００円）に係る未収金については、県立病院課職員の電話督促

により、平成２１年度においては４０，０００円の回収を行った。

平成２２年度においても、電話督促等により、未収金の早期回収に

努力したい。
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